
�愛媛県告示第１３０１号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）

第３条第１項の規定により、平成２３年１０月２７日次のとおり愛媛県県

税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を許可した。

平成２３年１１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定

番号

売りさばき人

氏 名

変 更 事 項

新 旧

１４ 愛媛県猟友会
宇摩支部
村上 眞啓

１ 売りさばき人住所
四国中央市上柏町
４４番地１

２ 代表者氏名
村上 眞啓

１ 売りさばき人住所
四国中央市新宮町
馬立４４１７

２ 代表者氏名
山下 正博

�愛媛県告示第１３０２号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２３年１１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２６
年１１月
４日

愛媛県
第１２７５
号

混合有
機質肥
料

スーパ
ー有機
ＤＸ

窒素全
量１．７
りん酸
全量
４．５

加里全
量３．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

有限会社 宇摩
ポウトリー
愛媛県四国中央
市土居町津根
４３９２
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�愛媛県告示第１３０３号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第９条第１項の規定により、

次のとおり建築士の免許を取り消した。

平成２３年１１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

免許の
取 消
年月日

免許の取消しを受けた建築士 免 許 の
取消しの
理 由氏 名 二級建築士又は

木造建築士の別 登録番号

平成２０年
５月２１日 河 野 秀 雄 二級建築士 愛媛県知事登録

第４８２８号 死亡による
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�愛媛県告示第１３０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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告 示

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡愛南町越田３８３番２地先から

同町越田３８４番１地先まで

旧 ８．８～２３．４ ０．０３７

新 １３．２～２３．４ ０．０３７

毎週（火・金）曜日発行 第２３１７号 平成２３年１１月８日

平成２３年１１月８日火曜日 第２３１７号
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�愛媛県告示第１３０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年１１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�公 告

ふぐ取扱者試験の施行について

愛媛県ふぐ取扱者条例（昭和２７年愛媛県条例第６３号）第４条の規定による平成２３年度ふぐ取扱者試験を次のとおり施行する。

平成２３年１１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時及び場所

試 験 別 日 時 場 所

学 科 試 験 平成２４年２月１４日（火）午後１時３０分
松山市一番町四丁目４番地２

愛 媛 県 庁

実 地 試 験 平成２４年３月１４日（水）午前１０時
松山市旭町１０７番地

愛媛調理製菓専門学校

２ 受験願書の提出期間

平成２４年１月４日（水）から１６日（月）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

３ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

４ 試験科目

試験は、次に掲げる科目について学科試験を行い、学科試験の合格者について実地試験を行う。

� 衛生法規

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡愛南町越田３８３番２地先から

同町越田３８４番１地先まで
平成２３年１１月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市喜多山乙６７番３から

同市喜多山乙６４番７まで
平成２３年１１月８日

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年１０月２６日 ＮＰＯ法人ありがとう 山 本 諭 松山市東石井６丁目４番３６号 この法人は、主に愛媛県内及び徳島県内のシニ
ア世代の方や身体に障害を持つ方々の暮らしを
支え、子供たちの未来を育む活動を、地域の人
材を最大限に活かした方法で実現することによ
り、全ての人が明るい笑顔を浮かべることので
きる社会づくりを実現することを目的とする。
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愛 媛 県 報平成２３年１１月８日 第２３１７号

９５９



� 食品衛生学

� 魚類学

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。
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�公 告

採石業務管理者試験の合格者の発表について

平成２３年１０月１４日に実施した採石業務管理者試験の合格者は、次

のとおりである。

平成２３年１１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

受験番号 受験番号 受験番号

２ ５ ６

平成２３年１１月８日 発行

愛 媛 県 報平成２３年１１月８日 第２３１７号

９６０


